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戦争の 「最初 の犠牲者 」

第一次世界大戦時のドイツ軍の残虐行為に関するイギリスのプロパガンダ

高 橋 章 夫

は じめ に

「手 を切 り落 とされた子 ど もを、礫 にされた カナ ダ人を、死体工場 を覚 えてい る

か?」 とい う見 出 しの記事 が、1939年9月8日 、 とある アメリカの地方紙 に掲載 さ

れた。そ こには、「今 の ところ残虐行 為の話 は まだ伝 わってい ないが」 その うちに

伝 わって来 る と書 かれてお り、 イギ リス のプ ロパ ガ ンダに警戒す る よう呼 びか け、

「戦争 が始 まる と き、真 実 が最初 の犠 牲者 にな る」 とい う、 イギ リス労 働党 議員

アーサ ー ・ポ ンソ ンビーか らの引用で記 事 を締 め く くってい る。1この記事 が掲載

される一週 間前 、ナチス ・ドイツはポー ラン ドに侵攻 し、25年 前 にベルギーで行 っ

た こととは比較 にな らない規模 の残虐行為 を行 った。 そ して ドイッ情報省 は、ポー

ラン ド兵 に よって妻 を銃 剣で突 き刺 された男の証言 や、性器 や、指 や鼻 を切 り落 と

された男 を見た とい う証言 などを掲載 した、 ドイツ系 ポーラ ン ド人に対 す る残 虐行

為の報 告書 を出版 した。2その冒頭 に は、 この報告 書 は 「入隊 を促 し、 同盟 国の共

感 を呼ぶため に第一次大戦 中に創作 され た悪名高 い 『プ ライス ・レポー ト』 の よう

な意図的 なで っち上げ」で はない と記 されている。3

1914年 の ドイツ によるベル ギー侵 略、 さらにはそ こでの残虐行為 は、 当初 は イ

ギ リス参戦の正 当性 を保障す る ものであった。だが、開戦時の ドイツ首相、 テオバ

ル ト ・フ ォン ・ベー トマ ン=ホ ルヴェー クが戦後 に主張 した よ うに、4年 間の戦争

を通 して各 国が被 った損害 と比較す る とベルギーの中立侵害 な ど問題で はな くなっ

た。4そ して遂 にはベ ルギー にお け る残虐 行為 は虚偽 の プロパ ガ ンダの象徴 と化 し

た。 それは また、戦 時中の虚偽 の プロパ ガンダを暴 くとい う英米 の反戦主義者 の試

みが ドイツのプロパ ガンダに吸収 されてい く過程で もあった。
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『プ ラ イ ス ・レポ ー ト』

イギ リス にとって は単 なる中立国の一つ に過 ぎないベルギー よ りも、同盟国であ

るフランスが侵 略 された方が遙か に大 きな問題であ るのだが、当初か らフランス よ

りもベ ルギーの侵略が重視 された。ベルギーの方が被害の規模が大 きか った ことが

第一 の要 因であ ろ うが、 それ に加 えベ ルギーか ら25万 人 とい うかつ てない規模 の

難民 を受け容れていた イギ リス にとっては、ベルギー侵 略の方が よ り身近 に感 じら

れ る問題であ り、 よ り容易 に情報 を得 ることがで きた。 また単 に同盟国が侵 略 され

た ことを戦争の大 義 とするのでは、その正当性 は相対 的な もの に過 ぎない。それ よ

りも 「ドイツ軍の残 虐行 為 に苦 しむ無力 な小 国ベルギー を救 う」 とい う絶対 的正義

を標榜 する方が説得 力 を持 ち、中立 を保 っていた イタリアやア メリカに参戦 を促す

上 で も効 果的であるためベルギーにおける ドイツ軍の残虐行 為が強調 されたのであ

ろ う。

ドイッ軍 に よる残 虐行為が広 く行 われたのは8月18日 以降 であ り、初期の段 階

ではベルギーの中立侵犯 とい う条約違反 に焦点 を当てる ことで イギ リスは 自国の参

戦 を正 当化 していた。 と りわけベ ー トマ ン;ホ ルヴェークの、ベ ルギーの中立 を保

障す る1839年 の ロン ドン条 約 は 「紙切 れ一枚 に過 ぎない」 とい う発言 が盛 んに取

り上 げ られ非 難 の対 象 となっ た。5オ ックス フ ォー ド人 学 近代 史学 部 の手 に よる

『われ われが戦 う理 由』(1914)は 、 この戦争 は、 国際的 な契約 を、それが邪魔 にな

る と 「紙切 れ一枚」 と看倣 す 「国家理性 」 を主張す る側 と、「その よ うな契約 を維

持す る ことは重要 であ り、避け るこ とので きない義務」 と看倣す 「法 に よる支配」

を主張す る側 との間の戦いであ ると論 じ、 ジェイムズ ・ヨクスオールは 「ドイツは

『公明正大 に振 る舞 う』 ことを、正 々堂 々戦 うことを、 「紙切れ一枚』 を尊重す るこ

とを教 え込 まれ な くては な らない」 と言 う。6この よ うな契約 の遵守 とい う法 の観

点か ら ドイッを非難する言説 は、道徳 的観 点か ら ドイツを批判 す るものへ と徐 々に

推 移 してい った。

イギ リスの新 聞紙 上で報道 された残 虐行為 は、「母親の スカー トに しがみつ いて

い る赤 ん坊 の両 手 を ドイツ兵が切 り落 と したのを この 目で見 た」 とい う男の話や 、

ドイッ兵 た ちが16歳 くらいの少女 に無理 や り酒 を飲 ま し、「家の前 で順番 に強姦

(rape)し た」 とい う話 、 さ らには 「1人 の女性 を7人 の ドイツ兵 が続 け ざまに凌
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辱(violate)し 、そ の後そ の女性 を殺害 した」 とい う もの であ った。7無抵抗 な民

間人に残虐 な行為 を働 くドイツ兵 とい うイメー ジを形成す るために女性 や子 どもが

犠牲 になった事例が繰 り返 し強調 されたのだが、女性の強姦 を描写す る際に用 い ら

れ た"violate"や"rape"と い う表 現 は、 「ベ ル ギ ー の 中立 は侵 害 され た(has

beenviolated)」 や、 ドイツは 「ベ ルギーの不可侵 の中立 を侵害 した(violated)」

とい う記述、 さらには、「ベ ルギーの略奪」("TheRapeofBelgium")と い う見 出

しに見 られる ように、 ドイツが中立国ベルギー に対 して行 った行為 を記述す る際 に

も頻繁 に用い られた。8つま り残 虐行為 とは、「ドイツ国家/ド イツ兵 」 による 「ベ

ルギー国家/ベ ルギー人女性」 に対 す るrapeやviolationと い う二つの意味 を持つ

こ とに なる。そ して イギ リスの参 戦 は、「小 国ベル ギー を救 うイギ リス」/「 無力

な女性 を救 う男性」 とい う二重構造 を軸 に正当化 され たのであ る。

ドイッ軍の残虐行 為 とい うプ ロパ ガ ンダの核 を成 した ものが1915年5月 に出版

された 『プ ライス ・レポー ト』(正 式名称 は 「ドイツ軍 に よる残虐行為疑 惑調査委

員会 の報 告』)で ある。9その 内容 は前述 の新 聞紙上 を賑 わ したセ ンセー シ ョナ ルな

記事 と同 じで あ り特 に 目新 しい ところはな く、供述者の氏名 も記載 されていないに

も拘 わ らず、 この報告書 は残 虐行為 の動 かぬ証拠 となった。調査委員会 の委員長 を

務 めた ジェ イムズ ・プ ラ イス は、 ドイツのハ イデ ルベ ル ク大 学で学 ん だ経験 が あ

り、 ボーア戦争 にお いては イギ リスの立場 に反対 していた法律家 ・政治 家 ・歴 史家

であった。1905年 か ら1907年 まで在米 イギ リス大使の地位 に就 いてお り、特 にア

メ リカでの名声が高 く、 この報告書 はそれ まで ドイツ軍の残虐行為 に対 して懐疑 的

であった アメ リカの世論 を動かす 一因 となった。10つま り公 的機 関 に よる権威付 け

とプ ライス とい う名前の持つ 影響 力が相 まって、噂 と事 実、そ して虚偽が癒着 し、

その総体が 「真実」 として受 け止め られたのであ る。

ジ ョ ン ・ホ ー ン と ア ラ ン ・ク レ イマ ー は、 『1914年 の ドイ ツ軍 の 残 虐 行 為 』

(2001)に お いてベ ルギー では開戦 か らの5ヶ 月間で5,521人 の民 間人が 殺害 され

た と推計 してお り、その数は1915年11月 の時点でベ ルギー政府広報局 が発表 した

6,000人 とい う数 に近 い もの で ある。 さらに ホー ンらは、 「プ ライス ・レポ ー ト』

は、全体 としては死者 数 と破壊 された建物の数 を過小評価 している とさえ述べ てい

る。ll普仏戦 争時 に ドイツ軍 は、 フラ ンス のゲ リラ兵(francs-tireurs)に 苦 しめ ら
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れ てお り、1914年 の ドイッ兵 た ちは、父親か ら当時の経験 を、そ して上官 か らは

この大戦で再 び同様の ことが起 こる可能性 を伝 えられてお り、戦前の軍事訓練 もゲ

リラ兵か らの攻撃 を想定 した ものであ ったため、 ドイツ兵 はゲ リラ兵 によって攻撃

され る とい う先入観 を植 え付 け られ た。 さ らにはそ もそ もの スケ ジュールに無理の

あ った シュ リーフェ ン ・プラ ンを計画通 り実行で きなか った原 因 として、つ ま りは

理想 と現実の溝 を埋め る もの として民間 人によるゲ リラ活動が スケープゴー トに さ

れた。その結果、 ドイツ兵 たちは、味方や敵軍か らの発砲や砲撃 を民 間人か らの ゲ

リラ攻撃 と決 めつ け、 同士討 ちを し、建物 に放火 し、民 間人 を人質 に し、集 団処刑

し、 さ らには行軍時 に民 問人 を盾 として利用 した。証拠 はない ものの、ベ ルギー民

間人が ドイツ兵 に対 し散発的 に発砲 した可能性 はあるが、 占領 による平穏が訪れ る

以前 の混乱状態 の中で ドイッ側が主張 してい るような組織立 ったゲ リラ活動 を行 う

こ とは不可 能であ った。12つま り1914年 の ドイツ軍 は、第一次大戦で はな く、過去

の普仏戦争 を戦 っていたので ある。

しか しなが ら問題 となるのは残虐行為 の規模で はな くその 内容 であろ う。戦時 中

は残虐行為 の象徴 に、 そ して戦後 はイギ リスの虚偽の プロパ ガ ンダの象徴 になった

子 ども手足の切 断 と、民 間人女性 の強姦 は実際 に行 われたの であろ うか。 『プ ライ

ス ・レポー ト』 の問題点 として、証言者が匿名で あるこ とが しば しば指摘 されて き

たが 、ロ ン ドンの帝 国戦争博物館 には当時の イギ リス内務省 の機密文章が保管 され

てお り、そ こには証言者 の氏名 が記 載 され、その多 くが 署名入 りの1,000件 以上の

残虐行為 の証言が ま とめ られている。法廷弁護士 に よって聞 き取 りの行 われたベ ル

ギー難民 による証言 の中で は手足 の切 断 に関 しては22件 が報告 されてい るが、現

場 を 目撃 した とい うもの は僅 かに2件 に過 ぎず、手足 を切断 され た死体 を 目撃 した

とい うものが17件 である。13イギ リス兵士 に よる証言 の中では、死 体 を 目撃 した と

い う者 は一 人 もお らず、 間接 的に聞いた とい う ものが3件 と、手足 を切断 された人

を見 た とい うものが3件 あるのみ に過 ぎない。14子どもの手足が切 断 された とい う

証言 は絶対数が少 ない上、そ の多 くは又聞 きであ る。 さ らには手足の欠損 は砲撃 に

よって生 じ得 る ものであ る。故 に ドイツ兵が意図的 に手足の切断 を行 った可能性 は

極め て低 く、仮 にその ような行為が行 われていた と して も例外的 な事例 と考 えてい

いで あろ う。
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次 に ドイツ兵 による民間人女性の強姦 につ いて検証 してい く。手足 の切 断の証 言

とは異な り、内務 省の機密文書の 中には強姦 に関す る証言 は豊富 にあ り、被 害者 の

親 族か ら聞いた話 も数多 くある。15そのため強姦 に関 してはその証言 に誇張や虚偽

もあるだろ うが、実際に も広 く行われていた と考 えていい ように思 える。 ではなぜ

戦 後、強姦 とい う犯罪が軽 視、若 しくは否定 され るに至 ったの だ ろ うか。 フラ ン

ス、パ=ド=カ レー県 で ドイツ兵に強姦 されたあ る女性 は、市長 に対 してこの件 を

公 に しない よう懇願 し、ムル ト=エ=モ ゼル県で強姦 された別の女性 は、警察 に対

し、「恐怖 と恥辱」 のため、 ドイツ当局 に対 し告 訴 を しなか った と言 い、ベルギ ー

におい ては、被害者の家族 に よって隠蔽 されていた とベルギーの調査委員会 は判断

している。16ジェ フ ・リプキ スは、20世 紀初頭 の女性 に とって、「強姦」(rape)は

今 日よ りも重大 な屈 辱であ り、「陵辱」(violation)と い う娩 曲表現 が蔓 延 し、 ドイ

ッ兵が 「汚 した」(violate)も の は、想像 を超 えるほ どの神聖 な ものであ ったので、

被 害者 は証言す ることを躊躇 ったと言 う。 そ してた とえ可視化 する ことが不可 能で

あ って も、 ドイッ兵 による強姦 は 「殺 人、放火 、略奪 とほぼ同 じくらい蔓延 してい

た」 と論 じてい る。17そして4年 間 に渡 る戦争の被 害 と比較 す る と、ベルギ ー中立

の 「侵 害」(violation)が 取 る に足 らぬ もの と され たの と同様 に、女性 の 「陵辱」

(violation)も また些細 な ことと して忘 れ去れ るこ とになったのである。

スーザ ン ・ブラウ ン ミラーは、「最 も非難 す るのが容 易であ り、最 も証明す るの

が 困難 である犯罪 は同時に、昔 か ら最 も反証す るのが容易 な犯罪で もあった。論理

的な専 門家 に とって、強姦 の記述 が虚偽 であ ると証明す るこ とは馬鹿馬鹿 しいほ ど

容易 であった」 とベ ルギー女性 に対 する強姦 とい う犯罪 を軽視 しが ちな歴 史学者 を

批判 してい る。18『プラ イス ・レポー ト』 を初 め とす るベ ルギー民 間人 に対 す る残

虐行為 のプロパ ガ ンダでは、女性 や子 どもの手足 を切断す る とい う単 なる噂 に過 ぎ

ない と思 われるシ ョッキ ングな残虐行為 に加 え、表面化す る可能性が低 く、それ故

確 たる証拠 は乏 しい ものの、人々の怒 りを最 もか き立て る女性の強姦 とい う犯罪が

強調 され たため、戦時 中は ドイツを非難す るプ ロパ ガンダと して大 きな効果 を発揮

し、戦後 はその論証 の困難 さのため、 この報告書 全体 が、延いて は残虐行為の存 在

自体が神話 と看倣 され否定 されるこ ととなった。19
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『白 書 』 とル シ タ ニ ア 号

『プライス ・レポー ト』が 出版 された数 日後、 ドイッ政府 もまた、連合国 のプロ

パ ガンダに対抗 す る報告書 、『ベ ルギーの ドイツ軍』 を出版 した。連合 国の 間では

『白書』 と呼 ばれてい たこの報 告書で な されてい る主張 は、多 くのベ ルギー民 間人

は、男性のみ ならず女性 や子 ど ももまた非合法のゲ リラ活動 に従事 してお り、 ドイ

ツ軍 はそれ に対す る反撃、若 しくは交戦法規 に基づいた処刑 を行 った だけであ ると

い うもの だ。そ してベ ルギー民 間人が 「ドイツ軍 に対 して非合法的 な行い を した責

任 は、主 にベルギー政府 にある ことは疑い の余地 が無い」 と断 じてい る。20『白書』

には、ベ ルギー 人女性 が負傷 兵の性器 を切 り取 り彼 の 口に押 し込 んだ とい うもの

や、両手両足 を切断 された ドイ ツ兵 の死体 を発 見 した とい う もの、8歳 か ら10歳

くらい のベル ギーの少女 た ちが負傷 した ドイツ兵 の耳 を切 り取 ってい た とい う証

言 、 さ らには 「あ らゆる年齢 の男 と共 に、おびた だ しい数 の女が、10歳 の少女 で

す ら発砲 して きた」 とい う供述 な どが掲載 されてい る。21連合国の 間では被害者 の

象徴 であったベルギー女性 や子 どもは、サデ ィステ ィックに男性 を苦 しめる加害者

に転化 されてお り、 『白書』 は 『プ ライス ・レポー ト』 にお けるベルギ ー民 間人 と

ドイッ兵 を単に入れ替 えた ような内容 であ り、 『プ ラ イス ・レポー ト』 と同様 、そ

の信愚性 は疑わ しい。結局 、第二次世界大戦 後、 『白書』 の元 となった と思 われる

資料が発見 され、 ドイツにとって都合が悪い証言は排 除 され、掲載 された証言 も改

窟 され た ものであ ることが明 らか になった。22

興味深い ことに ドイツ政府 は 『白書』 において、ベ ルギ ー民 間人 に対 し残虐 な行

い を したこ とは否定 してい る ものの、民間人の殺害 は否定 してい ない。恐 ら くそれ

は、単 に ドイツ軍 によって行 われた とされ る残虐行為 を否定す る よりもよ りも、ベ

ルギー民 間人の残虐性 を前 面 に押 し出す方 が効果 的であ る と思 われたか らであ ろ

う。1918年 、 アメ リカ人経済学者 ウォル ター ・ワイルは、「文 明化 も組織 化 も完了

していない部族集 団に対す る戦争 と[… …]長 い歴 史を持 ち高度 に組織化 され たベ

ルギーや フラ ンスの ような国民 国家 を打 ち倒 し占領 しようとす る ことは別次元 の問

題 であ る」 と ドイッを非 難す る。23そもそ もベ ルギー における ドイツ軍 の残 虐行為

の象徴 である、子 どもの手 を切 り落 とす とい う行為 はかつ てベ ルギー国王 レオポル

ド2世 統 治下の コンゴ自由国で行 われていた ことである。 当時か らその ような 「残
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虐行為」 は批判 され、大戦 中はベ ルギーにおける ドイツ軍の残虐行為 を非難す る者

に対す る反論 として度々言及 された。24だがア メリカに とっては、「文明国」への残

虐行為は 自衛の問題 に もな りうるため、 同 じ残虐行為 であ って も、その対象が 「部

族 集団」 の場合 と、「国民 国家」で ある場 合 とで は大 きな違 いがあ る。そ れ故 ドイ

ツは、「ドイツ軍 に よるベ ルギー民 間人に対す る残虐 行為」 を 「ベルギ ー民 間人に

よる ドイツ軍に対 する残 虐行為」 に置 き換 えるこ とに よって、無 力な中立国である

ベ ルギー を一 方的に躁躍 した とい うイメー ジの払拭 を狙 い、ベ ルギーへ の侵 略その

ものを、文 明国に対 して残 虐行 為 を働 くベ ルギー 人か らの 自衛 として正 当化 しよう

と試み たのであろ う。

だが 『白書』 とは異 な り、 イギ リスや アメ リカにお いて は、 「プラ イス ・レポ ー

ト』 は出版 され るよ りも前 に、その信愚 性は保証 されていた よ うな ものであ った。

この報告書 が発表 された1915年5月 は、 イギ リス国民の反 ドイツ感情 は最 高潮 に

達 した 月であ り、 イギ リス各地 で ドイツ人やオース トリア人の経営す る商店が襲 わ

れ、20世 紀 の イギ リスで最大 規模 の暴動 が起 こった。そ れは排 他 的ナ シ ョナ リズ

ムへ と発展 し、ス カ ンジナ ビア人や、 ロシア人、ユ ダヤ人、 さらには 中国人 まで も

が暴徒 の標 的 となった。251915年 に入 る と ドイツ軍 は、1月 にツェ ッペ リンに よる

空襲 を開始 し、4月 末に イー プルにお いて毒 ガスを使 用 し、5月7日 には ドイツの

潜 水艦 、U-20が イギ リスの客船 ル シ タニア号 を撃沈 した。 『プ ライス ・レポー

ト』 が公表 されたの は、その直後 の5月12日 の こ とであ る。 この3つ の 出来事 で

犠牲 となったのは、ベルギー人で はな くイギ リス人であ り、 ドイツ軍の残 虐性 に対

す る脅威 、そ して怒 りをよ り身近 に感 じさせ る ものであった。 と りわけ数多 くの民

間人が犠牲 となったル シタニア号事件 は、 ドイツ軍 の残虐性 を訴 える上 で大 きな役

割 を果 た した。この事件 について 『タイムズ』紙 は次 の ように報 じている。

ル シタニア号 で の死 者数 は1,400人 以上[実 際 は1,198人]に 上 り、罪 もない

犠牲者全員が不 当に殺害 されたのだ。 この行為 は愕然 とさせ る ものだ。 なぜ な

らそれは無慈悲 で容赦 のない ものであ り、そ して恐 らくそ れ以上 に、全 く無意

味 な行 いであるか らだ。 この行為 は この上 ない強烈 な怒 りを喚起す る ものだ。

なぜ な らそれに より、 ドイツ人全員が文明社 会の枠の外 にいるこ とを示す、無
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差 別な残虐行為 とい うおぞま しい ドイツの政策が、疑 いを持 っていた者や無関

心 であった者 に対 して も、ついに明 らかになったか らだ。26

ドイツ軍が残虐行 為 を行 う際、そ こに合理 的理 由はそ もそ も存 在せず、そ れ故 、

残 虐行 為の存在 を、それが ドイッ軍に とって 「無意味」であ るか らとい う理 由で否

定す ることはで きない とす る。ル シタニア号 に乗船 していた129人 の子 どもの うち

94人 が 「罪 もない犠牲者 」 となった今 、た とえそれが子 どもの手首 を切 り落 とし

た り、幼児 を銃剣 に突 き刺 した りす るような無意味で野蛮 な行為であ って も、信 じ

るに足 る証言 にな り得 た。27さらには 自国の民 聞人が犠 牲 とな るこ とで、ベ ルギー

人に対す る残 虐行為 をイギ リス 人に対 す る残 虐行為 と読 み替 える ことを可 能に し

た。 この ような時期 に 『プライス ・レポー ト』が 出版 されたこ とが この報告書の信

愚性 を高 める上 で大 きな役割 を果 た した。

ベ ルギー民 間人の処刑 に対 する ドイツ政府 の見解 は、ルシ タニア号 の撃沈 に対す

る もの と同 じ理論 に基 づい てい る。 ル シ タニ ア号 の乗客 の大多数 は イギ リス人 で

あったが、128人 の アメリカ人 も犠牲 となった。アメリカ政府 か ら抗議 を受 けた ドイ

ッ政府は、ルシ タニア号 は偽 装 した大砲 を装 備 してお り、 さらに 「勇敢 な ドイッ兵

を殺す こ とに なる、 カナ ダ兵 と5,400箱 の弾 薬 を含 む軍 需品 を積 んで」 い たため、

「ドイッ兵の生命 を守るための正 当な自己防衛 として」撃沈 したと反論 した。28つま り

ドイッにとっては、民間人の殺害 も商船の撃沈 も自己防衛 のため なのであ る。それ

は現 に攻撃 してい る敵 に対す る反撃のみ ならず、将来攻撃 して くる可能性 があ る要

因 を取 り除 くこ と も含 む。 この ような ドイツ政 府 の態 度 を、5月15日 の 『デ イ

リー ・ヘ ラル ド』 紙 は、 「ドイッ政府 はルシ タニ ア号が弾薬 を積 載 していた と主張

してい る。 それが事実か否か、 さ らに もしそれが事実であ るな らば、 国際法 に従 っ

てルシタニア号 を沈め るこ とを 『正 当化』で きるか否か な ど、 われ われ にはわか ら

ない し関心 も無 い。 それを肯定 で きる判例や典拠が あろ うが なか ろ うが、殺人 は殺

人なの だ」 と非難 した。 また ロ ン ドンに住 んで いた民 間人女性、 ジ ョージア ナ ・

リーは、ルシ タニア号事件 の翌 日の 日記 に次 の ように記 している。

先 週ニュー ヨー クの新 聞紙上 でアメ リカ人に対 し、イ ングラ ン ドにルシ タニア
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号 で渡航す る者 は、その危険 を承 知 した うえで乗船す る ように との警告が掲載

された。影響力 のあ る多 くのア メ リカ人 は[… …]、 乗船 しない よう警告す る

謎 めいた電報 を受 け取 った。 ドイ ッ人が、女性や子 どもが乗 っている船 を沈め

るな どと真剣 に信 じる人は誰 もいなか ったのでその警告 は無視 され た。29

この ような警告 を2月 の段 階か らアメ リカ国民 に対 して行 って きた と ドイッ政府

は反論 したの だが 、問題 はそ こで はない。30警告 に従 わなか った民 間人 を警告 通 り

に殺害す る とい う行為 は、 ドイツに対 す る恐怖心 と怒 りを煽 る ことにはなって も、

その正当性 を証明す ることにはな らなか った。 ドイ ッが非難 されたのはベルギー と

フランス にはゲ リラ兵がい る とい う理 由で、ルシ タニア号 が武装 し兵員や弾薬 を輸

送 してい るとい う理由で、関係の ない民 間人 の命 を奪 った ことに対 してであ る。た

とえ 自衛や合法 な措置であ って も、民間人 を殺害す る ことを厭 わない とい う ドイッ

の方針 その ものが、当時の イギ リス、そ してアメ リカでは残 虐行為 と看倣 されたの

である。

民 間 人 の 処 刑

ドイッ 占領下 のブ リュ ッセルで看護師 を してい たイギ リス人女性 、 イーデ ィス ・

キ ャベ ル は、連合 国 の兵士 を密 かに 中立 国 のオ ラ ンダへ 逃が してい た。1915年8

月に逮捕 された彼女 は、同年10月12日 に銃殺刑 に処 された。連合 国、そ して中立

国か らも激 しく非難 され た ことに対 し、 ドイツ外務 省事 務次官 、 アル フレー ト ・

ツ ィンマ ーマ ンは、次の よ うな公式見解 を発 表 した。 「軍の安全性 を標 的 とす る犯

罪 が、女性 によって犯 され た犯 罪であ る とい う理 由で罰せ られる ことが なければ、

その国で、 と りわけ戦 時中の国で何 が起 こるか考 えてみ て下 さい。世 界中の どの よ

うな刑 法 も、 中で も戦時法 は、男女 を区別 して いませ ん。[… …]男 性 も女性 も法

の下 では平等 なのです 。出 される判 決 とその後の措置 は、犯 した罪 の程度 に よって

のみ変 わるのです。」31軍の保安 とい う立場か ら処刑 を正 当化 し、軍部 に危害 を加 え

る者 は相手が誰 であれ厳罰 に処 す るとい う ドイツの一貫 した方針 を表 明 している。

それに対 しハ ミル トン ・カブは、「彼 女が何 らかの刑 罰 に処せ られるべ きである と

い う点 については言 い争 うこ とはで きません し、そのつ もりもあ りません[… …]。
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これは、法的には死刑が宣告 され うる罪か も知 れませ ん。 しか した とえその ような判

決が下 された として も、それは、 ドイッ以外 の どの国において も、一人の女性 に対 し

て決 して執行 されるこ との ない刑 なのです」 と貴族 院で述べてい る。32カブは、 ルシ

タニア号事件に関す る 「デ イリー ・ヘ ラル ド』紙の見解 と同 じく、たとえ法的に問題

が な くとも道徳的 に問題がある として ドイツを非難 している。

さらに1916年7月 には、非 武装 商船 ブ リュ ッセ ル号 の船 長 であ った チ ャー ル

ズ ・フラ イア ッ トが処刑 された。 フラ イア ッ トは、前 年 の3月 、 ドイツ潜 水艦U

-33の 攻 撃 に遭 った際、体 当 た りに よって反撃 したが失敗 に終 わ り捕 らえられ て

いた。 ドイツ政府 の見解 は以下の通 りであ る。「彼 はゲ リラ兵(franc-tireur)と 看

倣 され銃殺 されたのである。陸戦 法規が 、違 反者 は死刑 になる と威嚇 する ことで兵

士 を暗殺か ら保護 している ように、 この法 は海軍 の兵士 を海上 での暗殺 か ら保護 し

て もい るのである。海上 でのゲ リラ兵か ら自国の潜水艦乗 員 を守るために、 ドイッ

は今後 もこの交戦 法規 を用 いる所 存であ る。」33フライア ッ トがU-33に 攻撃 を加

えた1915年3月 はUボ ー トによる無警告攻撃が行 われてい た時期 である。 ドイッ

政府の警告 文に は、「全 ての敵 商船 は、そ の乗員 、乗 客が危 険 を避け るこ とが で き

ぬ まま破壊 され る こともあ り得 る」 とあ る。34これ に よって イギ リス商船 に搭乗 し

てい る民間人 は、いわ ば軍艦 に搭乗す る兵士 と同様 に扱われ ることになった。だが

フライア ッ トの処刑 に関す る ドイツ政府の見解 と突 き合わせ ると、 ドイッ兵は敵民

間人 に対 し奇襲攻撃 をす る可能性があ るが、奇襲攻撃 を受 けた民間人 は、 ドイツ兵

の 身の安全 を守 るとい う観点か ら反撃す るこ とは許 されてい ない とし、仮 に反撃 し

て捕 まった場合 は処刑 され る とい うことになる。奇襲 を受 けた兵士 な らば反撃す る

こ とは当然で あ り、敵 に捕 まった場合 は捕虜 になるこ とを考慮す る と、 フライア ッ

トが受 けた判決 は不条理 な もの である。 これ は民 間人 に対す る軍部 の優越 とい う ド

イツの構造 自体 を浮 き彫 りにす る見解で あ り、そ の正 当性 を主張す るこ とに よっ

て、逆 にイギ リスのプロパ ガ ンダに加担す る結果 となった。

ア ドル フ ・ヒ トラーは第一次世界大戦 を連合国の プロパ ガ ンダの勝利 と看倣 し、

特 に イギ リスのプロパ ガ ンダを絶賛す る一方で 、 ドイツの プロパ ガ ンダには一貫性

が 欠如 している と し、 その未熟 さを糾弾 した。35開戦 当初か ら徴 兵制度 を布 いてい

た ドイッに対 し、開戦 か ら一年半 の間、志願兵制度 を維持 していたイギ リスは、志
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願兵 を募 るため には専 らプロパ ガ ンダに頼 る必要 があ り、敵 に対す る憎悪 と危機 感

を自国民 に植 え付 ける能力 で は一 日の長 があ った。 さ らに ドイ ツの プ ロパ ガ ンダ

は、汎 ス ラブ主義 の、 そ して何 よ りもツァー リズムの打倒 を戦争 の大 義 と してい

た。36敵を ドイッー 国に絞 ってプ ロパ ガ ンダを展 開 したイギ リス に対 して東西 を敵

に回 した ドイツは、東 向 きの プロパ ガンダに重点 を置 いたため イギ リスに背 を向け

る形 とな り、イギ リスの プロパ ガンダに対 して常 に後手 に回る結果 となった。そ し

て イギ リスが 「カ イザ ーか らベ ルギ ー を解放 す る」 ことを戦 争 目的 に したの に対

し、「ッ ァー リか ら民 衆 を解放す る」 とい う ドイツの掲 げた戦争 目的は、最終的 に

は 「カ イザ ーか ら自国民 を解 放す る」 とい う ドイ ツ革 命 に行 き着 くこ とにな っ

た。

しか しなが ら、 ある意味 では ドイツのプ ロパ ガンダも一貫性 を持 ってい た。 イギ

リスの プロパ ガ ンダが成功 した最大 の理 由は、 プロパ ガンダその ものの質が ドイッ

の もの よ り優 れ ていたか らとい うよ りも寧 ろ、 ドイツが 、ベルギー民 間人の処刑、

ツェ ッペ リンによる空爆、 中立 国の商船 に対す る無 警告攻 撃 とい う行為 を、民間人

の殺害 とい うプ ロパ ガ ンダに利用 され るリスクの高い行為 を、一貫 して繰 り返 し、

一貫 してそれ を正当化 しよう としたこ とにあった。 キ ャベル とフライァッ トとい う

2人 の 「民 間」 人 に対 し、「軍」 の法 規 に従 って処刑 す る とい う行 為 に関 しては、

ドイツ政府 の公式見解 をその まま英米の国民 に伝 えるだけで激 しい反 ドイッ感情 を

引 き起 こすに足 る プロパ ガンダにな り得たので ある。 ドイツは、民 間人の殺害 を繰

り返 し、その都 度それが合 法であ ると して正 当性 を訴 えるのだが、軍法 、つ ま りは

軍の価値観 に沿って民 間人 を殺害す ることによって喚起 される恐怖 や怒 りを理解す

る ことので きない ドイツの軍国主義その ものが非難 の対象 となった。

イギ リスは、 自国の商船 に中立国の旗 を揚 げ させ るこ とで中立 国 と自国 との間に

ある境界線 を、 さらには商船 に偽装 した囮船 を使用す るこ とによって民 間人 と兵士

との間 にあ る境界線 を隠蔽 したわけで あるか ら、「罪 もない」民 間人の被 害 を拡大

させ た責任 はイギ リスに もある。 また、ル シタニ ア号の ような商船 で弾薬 を輸送す

るのは、搭乗す る民 間人を人質に取 り軍事行 動 を してい る と看倣す こ とが で き、進

軍す る際 にベル ギー民 間人 を盾 に用い た ドイツ軍 の行 為 との間 に本 質的 な差 はな

い。 ドイッの犯 した過 ちはイギ リスが盾 に した 「罪 もない」民 間人 を殺害 したこ と
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で ある。37その ような行為 はプロパ ガ ンダに容易 に利用 で きる ものであった。勿論 、

イギ リスの行 った海上封鎖 もまた、 ドイッ民間人の生活 に深刻 な損害 を与 えた残虐

行為 である。 だが それ は長期 的、 間接的 な ものであ り、鮮烈 な印象 を与 える もので

はな く、敵 の残虐性 を誇張す るプロパ ガ ンダに発展 させ るこ とは困難で あった。そ

して何 よ りも ドイツのプロパ ガ ンダは、軍 に刃 向か う民 間人は処刑 されて当然 とい

う価値観 に基づ いた ものであ り、異 なる価値観 を持つ 人々に対 して効果 的なプロパ

ガ ンダ を発信す るこ とがで きなか った。 ヒ トラーは、 イギ リスのプ ロパ ガ ンダは

「最 も単純 な概念 を何千 回 も繰 り返す ことに よって」成功 した と言 う。38だが そ うで

はな く、何 千回 も繰 り返すに足 る材 料 を、合法 であれ非合 法であれ兵士 に よる民 間

人の殺害 とい う行為 を、大戦 を通 して ドイツが繰 り返 し続けた ことが イギ リス側 の

プロパ ガンダの信!掻性 を高め、それ こそが戦時中の両国の プロパ ガンダの成 否 を決

定づ けるこ とになったのであ る。

犠 牲 者 像 の 変 遷

当初 はベ ルギー民 間人が残虐行為の犠牲者 と捉 え られてい たの だが、ル シタニ ア

号事件や キ ャベ ル とフライア ッ トの処刑 を通 して、 イギ リスで は自国の民 間人が犠

牲者 と認識 される ようになった。 さ らに西部戦線での戦死者が増加 してい くに従 っ

て、前線 で戦 った兵士 こそが戦争 とい う残虐行為 の最大の犠牲者 である という認識

が生 れた。 ロバ ー ト ・グ レイヴズは、「人をあ ざ笑 うかの ような ドイツに よるベ ル

ギーの中立侵害 の話 を読 み、私 は憤慨 した。残虐行為 の記述 の うち、20%ほ どは戦

時下 にお ける誇張 か も しれ ない と考 えてい たの だが 、実際 の ところは もち ろん、

20%ど ころではなか った」 と振 り返 り、「ベ ルギー人 と直 に接 したわれ われは、 も

はやベルギーにおける ドイツ軍の残虐行為 の記事 を信 じなかった」 と言 う。 また彼

は、妻 の もとを離 れ過酷 な環境 に置かれた兵士 たちには女性 が必要 なため両 陣営 に

は売春宿が あ り、「ドイッ側の前線 の方が連合 国の側 よ り強姦が多 い とい う話 を信

じてい なか った」 と言い、 さらにはその ような売春宿 で女性 が 「強制 的に働 か され

ていた」(forcibleenlistment)と い う話 は信 じられず、「自発的 な制度(voluntary

system)が あって どこが悪 いのだ」 と 「私 たち」 は皮肉 を込めて言 っていた と記 し

て いる。39ここで彼 の言 う 「私 たち」 とは前線 の兵士 たちであ り、女 たちが売春宿

(136) 一171一



文学 ・芸術 ・文化/第23巻 第2号/2012.3

で働 くことを男たちが兵役に就 くことに喩え、売春宿で働 くことは錘壕で働 くこと

に比較すると安全な仕事であ り大 した問題ではないと椰楡 している。

だが妻から離れて暮 らす兵士が女性 を必要としていた以上に、夫や父親か ら引 き

離 され、仕事 もない環境で暮 らす女性には生活の糧が必要であった。ベルギーのゲ

ントを占領 していた ドイッ軍の一員であったハインリヒ ・ヴァン トは、ゲン トには

ドイツ兵が驚 くほど 「大勢の女性や少女の売春婦」がいたが、「飢え死にした くな

いのであれば他に選択肢がないだけである」 と彼女たちを擁護 し、「兵士たちの苦

痛は大 きく、恐ろしい ものである。だが女性や少女たちの精神的苦痛の方がさらに

大 きく、より恐ろしい ものであり、そして占領地域で極貧状態にある女性の苦痛が

最 も大 きく最 も恐ろしい ものだ。この戦争で自分の命ではな く名誉を捧げなくては

ならなかった殉教者がいたのだ1」 と彼女 らを憐れむ。4°グレイヴズに限らす、多

くの帰還兵は、残虐行為のプロパガンダに対 して否定的な見方をしているのだが、

1914年 に ドイッが侵略 した地域の大半は休戦時 まで占領 されたままであ り、膠着

した錘壕戦で兵士たちが頻繁に目にするのは、仲間の兵士が死んでい く姿、さらに

は仲間の、そ して敵の兵士の死体であった。それは直接その現場 を目撃 したわけで

はない民 間人に対す る ドイッ軍の残虐行為 よりも遥かに大 きな心的影響 を与え

た。兵士の犠牲者が増 えてい く中、民間人に対する同情心は徐々に薄れていき、非

難 されるべ きは無人地帯の向こう側で同様の苦 しみを味わった ドイツ兵ではな く、

兵士たちを戦場に追いやった偽 りのプロパガンダに染 まった銃後の民間人であると

いう見解が形成された。兵士たちが経験 した戦場こそが最大の残虐行為が行われた

場であ り、残虐行為のプロパガンダは、た とえそこに事実が含まれていたとして

も、彼 らをそのような戦場に駆 り立てた原因で もあり、非難の対象にな り得た。イ

ギリス軍のみで50万 人、そ して両軍合せて300万 人以上の兵士が死亡 した西部戦

線 と比較すると6千 人という侵略時に殺されたベルギー及びフランス民間人の数は

霞んで見え、兵士たちの払った犠牲の大きさに比べれば些細なことで考慮するに値

しないと看倣 されるようになった。

1921年4月 、ジ ョン ・サ イモ ンは 「タイムズ』紙上で、アイルランド独立戦争

の最中、イギ リス人将校が殺害 された報復 として行われた放火や破壊活動 に関 し

て、「7年前、世界中の文明人がベルギーにおける[ド イツ軍の報復行為]を 弾劾
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したのに、 どの ように した らアイルラ ン ドで の行 いを正 当化 で きるのか」 と、 ロイ

ド ・ジ ョージ首相 を厳 し く非難 した。41戦時 中は検 閲の ために イギ リスでは入手不

可 能 であ った 「白書』 の英訳版 が 出版 されたの もまた4月 の こ とであ った。1921

年6月4日 の 『ガーデ ィア ン』紙 の社説 は、 『白書』 に関 して、「ベルギーでは羽 目

を外 した軍 隊 に よる殺害 や放 火 とい った行 為 は殆 ど行 わ れて なか っ た よ うで あ

る。[… …]殆 どの場 合は念入 りな裁 判が行 われ、宣 誓 に基づ く証 言が一定数 ある

場合 にのみ死刑 が執行 された ようだ」 と言い、 さらに、ア イル ラン ドや イン ドでの

行 い を考慮す れば、 イギ リスには ドイツ を非難 す る資格 はない と断 じてい る。 ま

た、 『白書』 を英訳 した当人であ るE.N.ベ ネッ トは、 『プ ライス ・レポー ト』 とは

異 な り 「白書』 は信頼が 置け る もので あ り、「世 界 中で最 も厳格 な規律 を持 ち、最

も教養 が ある ドイッ兵 が、 わ ざわ ざ意 図的 に罪 もない民間 人 を撃 った とは信 じ難

い」 と述べ、「文明世界 は1914年 のベルギーで なされた ドイッ軍の報復行為 を糾弾

す るよう求 め られ た。で はその6年 後、 アイル ラ ン ドにお けるイギ リスの報復行 為

につ いて どの ような裁断が下 され るのであろ うか」 と問いか ける。42ベネ ッ トが本

心か ら 「白書』の内容 を信 じていたか否か はわか らないが、彼の 目的 は過去の戦争

の残虐行為 の是非 を問 う事で はな く、現 にアイルラ ン ドで行 われてい るイギ リス軍

による残虐行為 を非難す るこ とであった。徴兵制 を導入 し、毒 ガスを使用 し、投 降

して きた ドイッ兵や ドイッ人捕虜 を虐待 し、休戦後 も海上封鎖 を続 けることで ドイ

ッ民 間人を苦 しめ、 さ らにはアイルラ ン ドで 「残虐行為」 を行 った今、 イギ リスの

ドイッに対す る道徳的優位性 は消滅 してお り、最早 イギ リスに ドイッを非難す る資

格 はない ように思 える。 だが それは論 のす りか えに過 ぎず、加害者 同士が結託 して

お互 いの罪 を隠蔽す るこ とであ り、イギ リスには ドイツを赦す 資格 もないので はな

いだろ うか。

だが 、両 国民 ともにプロパ ガ ンダの犠牲者 である と看倣す こ とに よって、 ドイツ

を赦す とい う選択肢が 浮上 した。1924年10月10日 、『ガーデ ィア ン』紙 は、 「ポー

ッマスの イギ リス兵 は ドイッ人女性 を裸 に し、彼女 たちの全 身に タールを塗 りむち

打 って通 りを歩 かせ ていた」 とい う ドイッの プロパ ガンダを紹介 し、「われわれ皆

に必要 な ものは、寛恕 であ り、他者 を赦す寛大 さである とい うこ とを認識す るこ と

に よって、真 の平和へ と至 る道 が見つ かるのだ」 と主張 している。荒唐無稽 な敵 国
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の プロパ ガ ンダを引 き合 い に出す こ とで、 「プライス ・レポ ー ト』 を初め とす る イ

ギ リスの プロパ ガンダも虚偽であ る とす る。 そ して最大 の犠牲 を払 った者は、虚偽

の プロパ ガンダの中の民間人で はな く、 プロパ ガ ンダに扇動 された兵士 であ るとい

う見解 が形成 され ることとなった。

「ア ン トワ ー プ の 鐘 」 と 「2人 の ドイ ツ 人 看 護 婦 」

アメ リカの歴 史学者 、H.C.ピ ー ター ソンは、 「戦争 のプロパ ガ ンダ』(1939)の

中で、モ ンロー主義 を貫 いていたア メリカを戦争 とい う残虐行為 に巻 き込んだのは

イギ リスの プロパ ガンダである と し、 「プ ライス ・レポー ト』 に描 かれてい る内容

の多 くは、残虐行為 などで はな く、 『プライス ・レポー ト』 で なされた プロパ ガ ン

ダ 自体 が、「最悪 の残虐 行為 の一 つ」 と言 う。43ポンソ ンビー もまた同様 の見解 を

持 ってい た。彼が1928年 に出版 した 『戦時 の虚偽』 は、大 戦 中の連 合国の、 とり

わけイギ リスのプロパ ガ ンダに対 する評価 を決定づ ける上で最 も大 きな影響 を与 え

た。彼 はこの著作 の中で、政府 や メデ ィア によって巧妙 に考案 されたプロパ ガ ンダ

の虚偽 を劇的 に暴 き、人 々にその危険性 を知 ら しめ ようと した。 『戦 時の虚偽』 の

中で最 も広 く知 られてお り、プ ロパガ ンダの典型例 と して今 なお頻繁 に引用 される

章が ある。

第28章 「アン トワープ陥落 に関す る記事 の制作1914年11月 」

ア ン トワー プの陥落が知 れ渡 る と教会 の鐘 が鳴 らされた(原 文 は ドイッ語)。

『ケル ン新 聞』

ケル ン新 聞に よる と、要塞が 占拠 された際、 アン トワープの聖職者 は、教会の

鐘 を鳴 らす こ とを強制 させ られた。 『ル ・マ タン』 紙

『ル ・マ タン』紙 が得 たケ ル ンか らの情報 に よる と、ア ン トワープが 占拠 され

た際 、教 会の鐘 を鳴 らすの を拒 んだベ ルギー人司祭 がその職 を追われ た。 『タ

イムズ』紙
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『タイムズ』紙が 、パ リ経由で ケル ンか ら得 た情報 に よると、 ア ン トワープが

占拠 された際 、教会 の鐘 を鳴 らすの を拒 んだ不運 なベ ルギー人司祭 は、重労働

の刑 を宣告 された。 『コ リエ ー レ ・デラ ・セラ』紙

ケル ンか らロ ン ドン経 由で 『コリエ ー レ ・デラ ・セラ』紙 に もた らされた情報

に よる と、野蛮 なア ン トワープ征服者 は、教会 の鐘 を鳴 らす のを拒 む とい う英

ぜつ

雄的行動 を取 った不運 なベルギー人司祭 に対 し、生 きた舌 として鐘 の中に逆 さ

まに吊す とい う処罰 を下 した。 「ル ・マ タン』紙

当時 の 『タイム』誌 の書評 に もこの箇所 は引 用 され、「ヨーロ ッパの新 聞が、何

もない ところか ら徐 々に、 そ して 自発的 に残虐行為 の物語 を築 き上 げてい く過程」

を、「意見 を差 し挟 むこ とな く」提示 している と評 してい る。45この章 は、プロパ ガ

ンダが拡散、誇張、そ して再 生産 されてい く過程 を、滑稽 にそ して端 的に伝 えてい

る。 ロバ ー ト ・グ レイ ヴズは、1929年 に出版 した 『さ らば古 き もの よ』 の 中で、

この箇所 とほぼ同 じ内容 を 「私が最近 目に した、当時の新 聞記事 を時系列 に並べ た

切 り抜 き」 と して引 用 してお り、 今度 は この グ レイ ヴズ の記 述 を出典 と して、

ジェイ ・ウィンターや、ポール ・ファッセル といった歴史、文学の高名な専 門家 が

このプ ロパ ガ ンダ記事 を引用 して いる とエ イ ドリア ン ・グ レゴリー は指摘 してい

る。46だが それ だ け に留 ま らな い。 「歴 史の 目撃 者 シ リー ズ」 の 中の 一 冊 に は、

「1914年10月 の プロパ ガンダの拡 散 につ いて」 とい う注釈付 きで 『さらば古 きも

の よ』の該当箇所が転載 され、ハ イネマ ンの歴史教科 書 には、 グレイヴズ と一字 一

句違 わぬ記述が 、新 聞各紙 か らの 「抜 粋」 として引用 されて いる。47つま り 「ア ン

トワー プ陥落 に関す るニ ュースの制作 」は、専 門家のみな らず一般の人 々に とって

も大戦 中の連合国の プロパ ガ ンダの典型例 と して語 り継がれてい る事 例である。既

に1941年 にアメ リカの歴 史学 者、 ジェイムズ ・モー ガ ン ・リー ドによって、その

ような新聞記事 は存在 しない と指摘 されてい るにも拘 わ らず。

1939年 、今 となって はこの記事 の 出典 を突 き止 め るこ とはで きない とポ ンソ ン

ビーに言われた リー ドは、 「ル ・マ タ ン』紙 と 『タイム ズ』紙 にはその よ うな記事

が存在 しない こ とを確 認 した一 方で、 この章 と同 じ内容が1915年7月4日 の 『北
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ドイッ新聞』紙上 に、連合 国のプロパ ガ ンダを嘲る風刺記事 と して掲載 されてい る

ことを突 き止めた。そ して驚 くべ き事 に、1916年4月22日 、同 じ 『北 ドイツ新聞』

に、ポ ンソンビー を出典 として再 びこの記事が掲載 されていたのであ る。ポ ンソン

ビーが この箇所 を最初 に発表 したのは1916年 で あ り、その 出典 は間違い な く一 度

目の 『北 ドイツ新 聞』 の記事 を翻訳 した ものであ ろう。48「戦 時の虚偽』 の中では、

『ル ・マ タ ン』紙 が 「ア ン トワー プの鐘」 に関す る記事 を二度報 じ、二度 目で は よ

り ドイツの残虐性 が誇 張 されて いる。だが現 実 には、 この章全体 を 『北 ドイッ新

聞』 が二 度報 じた。一度 目は連合国側の プロパ ガ ンダを風刺す る記事 、つま りは意

図的 な虚偽 として。そ して二 度 目にはポ ンソンビーを出典 とした 「真 実」、つ ま り

は意図せぬ虚偽 と して。 『戦時 の虚偽』 を読 んだ者 は、大 戦中の連合 国の プロパ ガ

ンダを外部 か ら{府鰍 してい るかの よ うな感覚 に陥 るが、 その感覚 こそが ポ ンソ ン

ビーが、そ して 『北 ドイツ新 聞』 が、恐 ら くは無意識 の うちに 「虚偽」 を 「真実」

に変換 し、再生産 したプロパ ガ ンダなのであ る。

キ ャベルの処刑 を巡 る戦後 の言説 を時系列 に並べ る と、「ア ン トワープの鐘」 に

類似 した展 開が見 られる。

イーデ ィス ・キャベ ルが処刑 されたの と似 た罪で フランス によ り二人の ドイツ

人看 護婦が 処刑 された こ とに対 し、抗 議 をす るよ う促 された ドイッ人 たち は

「何?抗 議 しろって?フ ランス 人は彼 女 たちを銃 殺す る完 全 な権利 を持 ってい

たの だ1」 と言 った。[1930年]

キャベルの処刑 は国際法 に完全 に従 った ものである。そ してその後 しば ら くし

て、本質的 には同 じ状況下で 、フラ ンスは二 人の ドイツ人看 護婦 を銃殺 したの

だ。[1940年]

キ ャベルが処刑 され た数週 間後、 フラ ンスの赤十 字病 院に勤務 していた二人の

ドイツ人看護婦が、 ドイツ兵捕虜 を脱走 させ るの を手助 け した嫌 疑で フランス

の軍法会議 にか け られ有罪 を宣告 され、死刑判 決 を受 けた。二人 ともその後、

銃殺隊 によ り処刑 された。 この処刑 はフラ ンスや ドイツ、 ヨー ロッパの中立国
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の数紙 で簡単 に触 れ られ ただけで あ り、 アメ リカの新 聞紙上 で は報 告 されな

か った ようであ る。[1974年]49

「似 た状 況」が 「本 質的には同 じ状況」 に な り、そ して 「フランスの赤十 字病 院

に勤務 してい た二 人の ドイツ人看護婦が、 ドイツ兵捕虜 を脱走 させ るの を手助け し

た」 と具体的状況が付加 され、元 々は漠然 とした話で あった ものが、 そこに詳細 な

状況 を描写す るこ とに よって信懸性が高 め られ る。 この3つ の記述 は どれ も出典が

記 されてお らず 、犠牲 となった ドイツ人看護婦の名前す ら明 か されていない。 さら

に時代 を遡 る と、アメ リカの政治学者、ハ ロル ド ・ラスウェルの 『世 界大戦 中の プ

ロパ ガ ンダ技術』(1927)の 中に、 これ らの話 の元 となった と思 われ る記述 が あ

る。

一般幕僚 でプ ロパ ガンダを担 当 していたプロシア人将校 は、非常 に誠実 で良心

的な紳士 であった。 しか しなが ら彼 は、次の話 を聞けばわかる ように、 この仕

事 には本当に向いていない人間だった。ベル リンにいたあ るア メリカの新 聞記

者が彼 と知 り合 い にな った。連合 国が看護婦 キ ャベルの処刑 を巡って大騒動 を

巻 き起 こ した少 し後 に、 フランスはキ ャベル と似 た ような状 況 にあ った二人の

ドイツ人看護婦 を処刑 した。 ドイツの新 聞各紙は不 満の声 を漏 らす ことす らな

か った。後 にその アメリカ人 は、その将校 にこう尋ねた。

「なぜ アメリカでの イギ リスの プロガンダに反撃 しないのですか?」

「なぜだ、 どうい う意味 だ?」

「先 日フランスが銃殺 に した2人 の看護婦 の こ とで激怒 してみせ た らいい

のです よ」

「何?抗 議 を しろ と言 うのか?フ ラ ンス人は彼女 たち を銃殺す る完全 な権

利 を持 っていたの だ1」50

この記述か ら、誰であれ軍に危害を加える者は厳罰に処するべ きであるというド

イッの主張の一貫性 と、都合の良い場合にのみ女性の処刑を残虐であると非難する
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連合 国のプ ロパガ ンダの偽 善性 を読み取 るこ とが で きる。 だが この ドイッ人将校 と

ア メ リカ人新 聞 記者 の会 話 は余 りにで きす ぎた話 で は ない だ ろ うか。 ポ ンソ ン

ビーが 『戦 時の虚偽』 で引用 してい る新聞記事の 中で 「ア ン トワープの鐘」 の章 の

み 日付 が付 されてい なか ったの と同様 に、『大 戦 中のプ ロパ ガ ンダ技術』 の 中の他

の引用箇所 には脚注 が付 け られているのだが、 この箇所 につ いては出典 が記 されて

いない。 となる と、ラス ウェルは どこで この話 を知 ったので あろ うか。

戦 後 アメ リカに移 住 した フラ ンス人司祭 、エ ルネス ト ・デ ィムネ は、歴 史学者

ジェ イムズ ・トラス ロウ ・アダムズの著作 で、「アメ リカ ン ・ドリーム」 とい う表

現 が初 めて用 い られ た こ とで知 られて いる 『アメ リカの叙事 詩』(1931)の 中に、

「ドイッ人が看護婦 キ ャベ ルを処刑 したの と殆 ど同 じ状 況下で、 フラ ンス人 は二 人

の ドイッ人従軍看護婦 を処刑 したのだが 、われわれ にその こ とが伝 え られるこ とは

なか った」 とい う一文 を見 つ ける。51彼が そ の出典 をアダムズ に問 い合 わせ る と、

アダムズ は 『世 界大戦 中のプロパ ガ ンダ技術』 の記述 を参考 に した と答 えた。次 に

彼 は、 ラ ス ウェ ル に出典 を問 い合 わせ た と ころ、そ の箇 所 は カー ル ・フ ォン ・

ウ ィーガン ドか らの引用で あ り、ウ ィーガ ン ドは、ニ コライ大佐が情報源であ る と

述べ ていた とラス ウェルは答 えた。52ウィーガ ン ドは ドイツか らア メ リカに移住 し

た ドイッと 「親密 な仲 にある」記者 であ り、その ことをデ ィム ネか ら聞い たアダム

ズ は、それ以降の版か ら該 当箇所 を削 除 したが、すで に大量 に流通 していたそれ ま

での版の影響力 を消 し去 るこ とはで きなかった。53

「ア ン トワー プの鐘」 に関 しては、近年、数 人の歴 史学者が その誤 りを指摘 して

い るのだが、 ドイツ人看護婦 の処刑 に関 しては、1938年 の 『神智学季刊誌』 にデ ィ

ムネの著作 中の該当箇所が転載 されて以 降、その真偽 を問題 と した著作 は見当た ら

ない。54ドイッ政府 は キ ャベ ル を処刑 した こ とに よって諸外 国 か ら抗議 された際、

ドイッ人女性の シュ ミッ トとモ スが フラ ンス軍に よってスパ イ容疑で処刑 された こ

とや、 ボー ア戦争時の イギ リス軍 の女性 や子 どもに対 す る残 虐行為 を引 き合い に出

して反論 してお り、最 も効果的 な反論 になる ドイツ人看護婦 の処刑 に限 って無言 を

貫い たのは余 りに不 自然 であ る。55だがその後 もラス ウェルか らの、そ して上 述の

情報 源 を明 らか に してい ない文献 か らの引用 と して、 さらには出典 を記す こ とな

く、 フランス 当局が二人の ドイツ人看護婦 を銃殺刑 に し、それ を ドイッ政府 は容認
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した とい う 「隠 された真実」 は今 日まで繰 り返 し再発 見 され続 けてい る。56

忘れ去 られた過去の研 究 を発掘す ることによって、「『キ ャベル と同様 に処刑 され

た ドイッ人看護婦が二人いた』 とい う話 は ドイッ側の虚偽の プロパ ガンダの可能性

が高 い」、そ して 「『アン トワー プの鐘 に関 して連合国で は偽 りの新聞記事が掲載 さ

れた』 とい う物語 自体が虚偽の プロパ ガンダであ る」 とい う視点が得 られ る。だが

果 た してこの高次の視点 を得 るこ とによって真実 に近づ くことがで きる と言 えるの

だろ うか。 む しろカウ ンター ・プロパ ガ ンダによって封殺 されてい た過去の プロパ

ガ ンダを再 び呼 び起 こ し、そ れを正 当化す るため に利用 され る危険性 の方が大 きい

ので は ない だ ろ うか。確 か に誤 った情 報 を排 除す る とい う点 で は有 意義 で あ ろ

う。 だが これは僅か2つ の事例 につ いて、そ れが虚偽 である可能性 を指摘 してい る

に過 ぎない。ベ ルギーにおける ドイツ軍 の残虐行為の話 は、実際 に 「ア ン トワー プ

の鐘」 の ように連合 国の間で広 く報道 され、誇張 されていった。看護婦で はない に

せ よ、 フラ ンスがマ タ ・バ リを初 め としてスパ イ嫌疑 で数 人の女性 を処刑 したこ と

も事実 である。

リプキスは、 『リハ ーサ ル』(2007)に お いて、1914年 のベル ギー にお け る ドイ

ツ軍 の残 虐行 為 は普 仏戦 争 時の ゲ リラ兵 へ の恐怖 のた め ドイツ兵が パ ニ ックに

陥った ことが主な原 因である とす るホー ンらの主張 は不 自然 である と反論 し、普仏

戦争 は44年 も昔の ことで、 それ を直接 経験 した のは一部 の高級将 校の みであ り、

二つの戦争 の状況 も大 きく異 な ってい る と言 う。彼 は1914年 にベ ルギー民 間人 を

罪の有無 を問わず人量 に殺害 したのは、テロ行為 を も戦争 の手段 として容認 してい

た ドイツ軍の伝統 的方針 が原 因である とし、その ような意味 においては、後年 ナチ

ス ・ドイツによって行 われた数 々の犯罪行為 の予行演 習であった と論 じ、 ドイッ軍

の罪 をよ り厳 し く追求 している。彼 は また、 この著作 の巻頭 の謝辞 の中で次の よう

に言 う。

大学院生の時バイエル ンで一夏 を過 ごしたのだが、両大戦 の帰還兵 を含む多 く

の アメリカ人が思 ったの と同 じように、私 もまた、そ こで出会った人々は、感

じが よ く、思 いや りが あ り、暖かい人 々である と思 った[… …]。 言 うまで も

ない こ とだが、20世 紀の前半 に犯 された罪 に対 して責任 があ る者 は、今 日生
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きている ドイツ人の中ではほんの一握 りに過 ぎず、そ して第二次世界大戦後 に

生 れた世 代の 中では誰 もい ない。残 念 なが ら、「人種差 別」 であ る とい う批 判

が見境無 くなされ るため、本来 な らば言 うまで もない ことであ って も、時 と し

て言 う必要があ るの だ。57

これ と同様の記述 は 『プライス ・レポ ー ト』 に も見 られる。残 虐行 為疑 惑調査 委員

会の メンバーであ ったH.A.L.フ ィッシャーは、プライスの死後 に彼 の伝記 を出

版 し、その中で当時の プライス は、「[ドイツに対 し]た とえ無 罪判 決は出せ な くと

も、罪の責任 を小範 囲に絞 るこ とを望 んでい た」 と語 ってい る。58確か にプライス

は非難 され るべ きはプ ロシア主義であ る と主張 してお り、 ドイッ人全体 を野蛮 人 と

して糾弾 しよ うとい う意 図 は見 られ な い。 例 え ば アー ルス コー トの廃塘 を見 て

「私 も父親 なのだ。 こんなこ とは耐 え られない。 これは戦争 じゃない。虐殺 だ」 と

い う ドイツ人将校 の話 や、ベルギー人女性 を追い回 してい た酔 った ドイッ兵が処刑

された とい う証言 も掲載 されてお り、 さ らに は、「ドイツの農民 は他 の ヨー ロ ッパ

の人 々と同様 に親切 で温厚 で ある」 と も記 してい る。59しか しなが ら、 ドイ ッ人の

良い面 を多少加 えた ところで、そ こに掲 載 された数 々の残虐行為 を中和す るには不

十分 であ り、 ドイッを全面 的な悪 と描 かない ことによって却 ってこの報告書の 中立

的な観点が強調 され、す でに醸成 されつつあ った ドイツ人 に対す る、 さ らには国内

の移民 に対す る差別意識 を助長 、肯定す る ことに繋が った。 もし 『リハ ーサ ル』 の

中で検 証 されてい る ドイツ軍の残虐 行為が 、1915年5月 に発 表 されてい た と した

ら、 『プ ライス ・レポー ト』 と同様 に プロパ ガ ンダと して十分 な影響力 を持 ち、人

種差 別 を助長す るこ とに なったであろ う。「言 うまで もない こと」 を予 め言 ってお

くこ とによって、そ こに書か れている内容 は先入観 に左 右 されてい ない と強調す る

こ とは、逆 に人種差別 を正 当化す る根拠 とされ る危険性 があ ることを留意す る必要

があ る。

リー ドは、「嘘 をつ くとい うの は意識 的 な欺隔 であ る。残虐行為 に関す るイギ リ

ス にお けるプロパ ガ ンダの多 くは、誤 った報告 や印象に基づいて なされた無意識的

な欺備 であ る。[… …]そ して多 くのプ ロパ ガ ンダは、 自分 の言 ってい るこ とは正

しい と真剣 に信 じてい る人たち に よって広 め られたの だ」 と総括 して いる。60『ブ

一162一 (145)



戦争の 「最初の犠牲者」一第一次世界大戦時のドイツ軍の残虐行為に関するイギリスのプロパガンダー 高橋

ライス ・レポー ト』 は、「意識 的 な欺隔」 とい うよ りも寧 ろ、既 に前年 か ら巷に流

布 してい る噂 を再生 産 した に過 ぎない。だが、「ジェイムズ ・プライス」 と 「イギ

リス政府」 とい う名前 を付す こ とによって単 なる噂話 を 「真実」 に変換 した。 さら

にはッェ ッペ リン、毒 ガス、ルシ タニア号 を経 て、多 くの人々が ドイツ軍 の残虐性

を既 に信 じてお り、未 だに懐 疑 的な者や判 断 を保留 してい る者 を説 得 したい とい

う、願望 、そ して義憤 のため、大 きな影響力 を持 つ ことになった。そ して 『戦時 の

虚偽』 を初 め とする、戦 時中のプロパ ガ ンダを糾弾す る 目的で、両大戦 間期 に英米

で 出版 された 数多 くの著作 も同様 に 「無意 識 的 な欺 隔」 で あ って、「意識 的 な欺

隔」 では ない。戦 時 中は顧 み られ るこ とが殆 どなか った プロパ ガ ンダの偽 善性が

徐 々に明 るみ にな ると、 プロパ ガンダを虚偽 と看倣 す見解 はそれが何 であれ正 しい

もの と無批判 に受け止め、その見解 を他者 と共有 しようと したのであ る。

本章 の冒頭 で触 れ た、「宣戦布 告が なされた時、最 初 に犠牲 に なるのが真実 であ

る」 とい うポ ンソ ンビーの言葉 は、 『戦時 の虚偽』 の有 名な巻 頭の辞 である。連 合

国のプロパ ガンダを糾弾 し、「真実」 を明るみ に しよ うとす るポ ンソ ンビーの試 み

は、結果的 にヴェルサ イユ講和条約の改正 を 目論 む旧態依然 とした保守的 な ドイッ

外務省 に とって都合の よい 「真実」 を作 り出す こ とになった。戦時 中の プロパ ガン

ダは、政府 とメデ ィアが主導 して無か ら捏造 した と看倣 してい る点 にお いて 『戦時

の虚構』 は誤 っている。だがそれ以上 に重 大 な欠点 は、 『白書』 を初 め とす る ドイ

ツ側 のプロパ ガ ンダ批判 を殆 ど行 ってお らす、 さ らにプロパ ガ ンダの元 となった事

実 を無視 してい る点 であ る。ポ ンソ ンビーはベ ルギーにお ける残虐行為 について、

「ル ヴェンは消滅 した」 と ドイツ軍 に よる破 壊活動 を誇 張 して伝 える新 聞記事 を引

用 し、「実 際 に被 害 を被 っ た の は 町 の8分 の1で あ る」 と言 うの み で あ り、 ラ

リー ・ザ ッカーマ ンが指摘 している ように、事 の発端 である ドイッ軍 に よる放火 に

ついて は全 く触 れて いない。61ルヴェ ンを占領 した ドイツ軍 は町の有力者 を人質 に

取 り、敵対行動 を取 る と人質 を処刑す る と住民 に通達 した。 そ してベルギー軍 か ら

の攻 撃 を民間人 によるゲ リラ活動 と勘違い して、248人 の民 間人 を殺害 し、 この町

にあ る8,928軒 の住居 の うち1,120軒 を焼 き払 った。62

ル シタニア号事件 に関 して も同様 である。ルシ タニア号 が弾薬 を輸送 していた と

い う ドイッの 主張 は、武装 し兵 員輸送 を して いた とい う主張 と 「同様 に誤 りで あ
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る」 とい う当時 の 「デ イリー ・エ クス プ レス』紙 の記事 に対 して ポ ンソンビーは、

ルシタニ ア号 は武装 してお らず兵士 の輸 送 も していなか った とい うイギ リス側の主

張 は、「弾薬 を積載 していた とい う事 実 を、最初 は否定 し、後 に隠蔽 しよ うと した

事 実が なか った とした ら」受 け入れ る ことが で きる と反論 す る。63ルシタニア号 は

大砲 を装備 してお らず カナ ダ兵 も乗船 していなかったが 、戦 時禁輸 品の弾薬 を輸 送

して いたの は事 実で あ った。 つ ま り戦 時 中の プロパ ガ ンダは、一 部の事 実 を拡大

し、虚偽 まで もが事 実であ るかの ような印象 を与 えたのに対 し、ポ ンソンビーは一

部 の虚偽 を拡大 し、事実 まで もが虚偽 であ るか の ような印象 を与 えたので ある。

「手 首 を切 り落 とされた子 ども」 は虚偽の プ ロパ ガ ンダであ る と主張 す ることが他

の残 虐行為 を否定 す る ことには な らない の と同様 に、「ア ン トワー プの鐘」 と 「2

人 の ドイツ人看護婦」 の話 は虚偽 のカ ウンター ・プロパ ガ ンダで ある と主張す るこ

とは、「手首 を切 り落 とされた子 ども」 や、「ルシ タニア号 は弾 薬輸 送 を してい な

か った」 とい う虚偽の プロパ ガ ンダの存在 を否定す ることにはならない。

お わ り に

戦時中の イギ リスの プロパ ガンダで は、残虐行為 の犠牲者像 はベルギー民間人か

ら自国の民 間人、そ して兵士へ と推移 し、ベ ル ギー に対 す る関心 は徐 々 に薄 れて

いった。一方ポ ンソンビー は 「戦時中 に嘘 を用 いて人の心 に憎 しみ とい う毒 を流 し

込む ことの方が、実際の命の損失 よ りも大 きな悪 である」 と戦 時中の連 合国のプ ロ

パ ガ ンダ を糾弾 し、「人 の魂 を汚 す こ とは、 人の 肉体 を破壊 す るこ とよ りも悪 い」

と言 う。64プロパ ガ ンダとカウ ンター ・プ ロパ ガ ンダの狭 間で、現実 に 「最初 の犠

牲者 」 とな り、「肉体 を破 壊」 されたベ ルギー民間 人の存在が忘 れ去 られ るこ とに

なった。

ポー ラン ド侵攻 の9日 前 、 ヒ トラーは将校 たち に対す る演説 の中で、「もっと も

らしい もので あろ うが なかろ うが 、戦争 を開始す る理由 になるプロパ ガ ンダを私が

作 ろう。真実 を語 っていたか否 かを勝者 は後に問われ ることはない。戦争 を始め る

時、そ して戦 ってい る時 は正義 な ど重要 ではない。勝つ ことが重要 なの だ」 と述べ

た。65ナチスが政権 を握 る以前か ら、 ドイツ外 務省 はポ ンソンビーの 『戦時の虚偽』

を 「残虐行為の嘘 に対抗す る最 も効果 的で最 高の本」 と して、 フランス と ドイツで
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の出版援助 を し、第二次大戦 中 も ドイッで版 を重ね た。 そ して ヒ トラーは第二次世

界大戦 時、占領下 のブ リュ ッセルで先 の大戦 でベ ルギー軍参謀が ドイッ軍 による残

虐 行為 を捏造 し、民 間人にゲ リラ活動 を推奨 していた とい う証拠 を探 させ た。66つ

ま りヒ トラー 自身 も既 に ドイ ツの プロパ ガ ンダの影響下 にあ り、その延長線上 に新

た なプロパ ガンダを作 りだ したのである。ポ ンソンビーに とっては、 ヴェルサイユ

講和条約 によって無力化 され、民主主義国にな った と思われていた ドイッが戦時中

に行 った残虐行為や プロパ ガンダを批判す るよ りも、同 じ惨 事 を繰 り返 さぬために

自国 の プ ロパ ガ ンダの 「真 実 」 を広 め る こ とが よ り重要 で あ った。 そ して ヒ ト

ラーは、 その 「真実」 を、将来の戦争遂行 に役立つ効果的 な手段 として利用 したの

である。

プロパ ガ ンダが最 も大 きな影響力 を発揮す るのは、敵対す るプロパ ガ ンダが虚偽

で あ る と証 明 した 時か も しれ ない。全 て が偽 りであ る こ と を証 明す る必 要 は無

い。最 も目を引 くセ ンセーシ ョナルな事例一 その ような事例 は往 々に して虚偽で あ

るのだが一 を否定する証拠 を突 きつける ことに よって、他 の事実 に基 づ くプロパ ガ

ンダす ら虚偽 であ るかの ような印象 を与 え ることがで きる。敵対 す るプ ロパガ ンダ

の事 実の部分 には触 れず、虚偽の部分のみ を声 高に批 判す ることに よって、その全

て を覆 す こ とす ら可 能 であ る。 それ まで 信 じてい た 「真 実」 に代 わ る、新 た な

「真 実」 を獲 得 した人 々は、義憤 に燃 え、「真実 」の伝 道者 に な らん と し、 カウ ン

ター ・プ ロパ ガンダを流布 す る。それ故一旦 プロパ ガ ンダの影響下 に置 かれ ると、

この二項対 立か ら抜 け 出す ことは容 易で はない。戦争 プロパ ガ ンダの最大 の問題

は、「真 実」 を求め る人々に対 し、 この ような二元的思考 を強要す るこ とでは ない

のだろ うか。
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Flo78〃067'珈6∫[Alabama],8Septemberl939.

1)o〃s乃 ノ1c'∫ρ/、4〃ocゴ砂 ㎎ 読 〃3"加067〃zα 〃 ルππo万 ζy勿Polo〃4,2nded.(Berlin:Volk

UndReichVerlag,1940),pp.124,141,175.

1)01ガ∫乃ノ16'3,P.9.

TheobaldvonBethmannHollweg,R昭 θc'ゴo〃so〃'舵 〃b〃4肋7,partl,trans.,

GeorgeYoung(London:ThorntonButterworth,1920),p.159.

ElleryC.Stowell,丁 加Dψ10〃zαcッ げ'加 防 γ(ゾ1914(Boston:HoughtonMif且in,

1915),p.455.

ErnestBarker,andH.W.CarlessDavis,陥y晩!476α'防 γ'076厩B万 如 〃s

Cα ∫6,3rded.(Oxford:Clarendon,1914),p.108;MichaelParis,0肥7伽7'ρ ρ'7'加

σ76α'恥7侃4ノ 加6〃 〃6〃'6zα'〃76∫ π.87吻 勿(Westport,CT:Praeger,2004)p.1に 引

用 。

丁吻6s,28August1914;Ibid.,16September1914;Dθ 吻Eψ ア6∬,16September1914;

Ibid.,29December1914.

丁伽 θs,27August1914;Dα め アEψ7θ ∬,17Septemberl914;丁 伽6s,16January1915.

Rψ 碗 α〃 加Co〃z〃z魏660〃/1〃 ㎎6406襯 α〃0〃 〃㎎6s(London:HMSO,1915)

ド イ ツ 軍 と行 動 を 共 に し て い た ア メ リ カ 人 記 者 が 残 虐 行 為 を 否 定 し た と い う こ と も あ

り 、 『ニ ュ ー ヨ ー ク ・タ イ ム ズ 』 紙 の 論 調 は 、 残 虐 行 為 に 対 し て 当 初 は 懐 疑 的 だ っ た

が 、 『プ ラ イ ス ・ レ ポ ー ト』 が 出 版 さ れ る と 、3ペ ー ジ に わ た っ て そ の 抜 粋 を 記 述 し 、

同 日 の 社 説 で 、 こ の 報 告 書 こ そ が 残 虐 行 為 の 証 拠 に な る と し て い る 。 ま た 『マ ン チ ェ

ス タ ー ・ガ ー デ ィ ア ン』(以 下 『ガ ー デ ィ ア ン』)紙 に は 、 こ こ ア メ リ カ で 、 こ の 報 告 書

が 尊 重 さ れ る に は 、 「プ ラ イ ス が 委 員 長 を 務 め て い る こ と を 知 る だ け で 十 分 で あ っ た 」

と い う特 派 員 の 記 事 が 掲 載 さ れ て い る 。 漉z〃y∂ 娩7'翻6∫13May1915;漁 〃酌 ε∫'87

0〃 θ74ゴαπ14May1915.

11JohnHorneandAlanKramer,067規 ακ.4〃06漉6∫1914'!1研3'o乞yげD6〃 刎(New

Haven:YaleUP,2001),pp.74,230,233,435-39.

12HorneandKramer,pp.9-139;AlanKramer,ρyπ α纏6(ゾDε ∫〃〃c'ガo〃'C〃1'勿 名α1σ〃ゴ

ル毎∬ κ 〃 吻gガ 〃 漉61ヴ73'ア7∂ 〃4陥7(2007;Oxford:OxfordUP,2008),pp.6-30.
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131mperialWarMuseum(以 下IWM),London,misc246,G.A.264,299(a)、 及 びG.A.190

(a),261,269(d),269(e),269(f),269(j),208(b),208(c),210,217(f),299(b),324326,

327,329,331,3760

141WM,misc246,G.A.700(17,22,80)、 及 びG、A.700(17,37,76)。 但 しG.A.700(37)の

犠 牲 者 は 、 娘 が 強 姦 さ れ る の を 防 こ う と して 手 を 切 り落 と さ れ た 父 親 で あ り、G.A.700

(76)は 、H.ロ ー チ(Roach)二 等 兵 に よ る 証 言 だ が 、 彼 は 戦 争 神 経 症 に 罹 っ て お り、 彼 を

聴 取 し た 将 校 は そ の 証 言 を 懐 疑 的 に捉 え て い る 。

15ベ ル ギ ー 人 に よ る 証 言 は 、IWM,misc246,G.A.74,143,154,194(b),208(d),217(e),

217(g),221,237(b),241,257(a),257(b),287(a),269(i),269(j),330,333,334,335,336,

337,371,382が あ り、 イ ギ リ ス 兵 に よ る 証 言 で は 、GA700(17,19,21,23,26,28,3435,

37,44,52,53(1),53(2),57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,71,76,78,81(4),82,83,84,

85,88,89,91,92,99,100,101,103,106,107(4))が あ る 。 こ の う ちG.A.700(28)の 被 害

者 は ベ ル ギ ー 人 男 性 で あ る 。 ま たG.A.700(58)は 単 に 噂 を 聞 い た だ け で あ る と し て 署

名 は さ れ て お ら ず 、G.A.700(76)は 、 手 足 の 切 断 に 関 す る 証 言 と 同 じ く 、 神 経 症 に 罹 っ

た 兵 士 に よ る も の で あ り そ の 信 懸 性 は 疑 わ しい 。 上 記 以 外 で も 、 若 い 女 性 が 連 れ 去 ら

れ た と い う 話(G.A.700(54))や 、 或 い は 取 り乱 し た 女 性 が 自 分 を 指 さ し 、 「ドイ ッ 人 」

"All
emands"と 言 う姿 を 見 て 、 強 姦 さ れ た と推 測 す る と い っ た 不 確 実 な 証 言(G.A.700

(89))は 多 数 あ る 。

16HorneandKramer,pp.196-97.

17JeffLipkes,、 配6乃6α7sα1s'疏6067〃zα 〃/17〃zyゴ 〃 、8θ㎏ガ〃〃z,/1〃gz4s'1914(Leuven:Leuven

UP,2007),pp.162-65.但 し リ プ キ ス が 扱 っ て い る の は 、 リ ー ジ ュ や デ ィ ナ ン と い っ た

残 虐 行 為 の 被 害 が 最 も大 き か っ た 一 部 の 地 域 の み で あ り 、 ベ ル ギ ー 全 土 に こ の よ う な

残 虐 行 為 が 「蔓 延 」 して い た わ け で は な い 。

18SusanBrownmiller,.4g厩 〃∫'0κ7ア 剛1'漉 π,}γ ∂規6π,α 加1丑 砂6(1975;NewYork:

Bantaml976),p.42.

19こ の 教 訓 を 踏 ま え て か 、 前 述 の ナ チ ス ・ ド イ ツ の プ ロ パ ガ ン ダ で は 、 「強 姦 に つ い て は

殆 ど 知 ら れ て い な い 。 女 性 や 少 女 は 彼 女 た ち が ド イ ッ 人 で あ る と い う 理 由 で 強 姦 さ れ

た 。 恥 辱 の た め 多 くの 女 性 は 口 を つ ぐ ん で お り、 自 殺 を し た 女 性 も い た 」 と、 強 姦 に

関 し て は よ り慎 重 に 扱 う よ う に な っ た 。Po〃 曲.40's,p.86.
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7'加087〃z侃.4ア 〃2ッガ〃B6Zg∫ 〃〃z'丁 加 陥 飽Boo々6ゾ ル毎y1915,trans.,E.N.Bennett

(London:Swarthmore,1921),pp.xvii,176,285.

0θ7〃zα〃/17〃zッ,pp.64,59-60,153,219.

HorneandKramer,pp.241-47;Lipkes,pp.600-02;LarryZuckerman,7'加R¢ ρ6げ

B64g伽 挽'丁 加 乙吻'014S'o乞yげ 確 ∂〃4恥7∫(NewYork:NewYorkUP,2004),p.62.

WalterE.Weyl,7'加Eπ4げ 伽 既7(NewYork:Macmillan,1918),p.79.

丁伽83,13May1897;八 セωy∂7々7'珈 εs,3January,1902;ibid.,130ctober1914;S.Ivor

Stephen,、 馳z6〃01ゴ ζγ2コP乃6C7〃o旗 ゴoπ ρ/∫)π∂1ガcOρ ゴπゴo〃ノテo〃z'乃6/1〃z67ゴ αz〃 ∫)oゴ〃'q/

四6zo(Chicago:NeutralityPress,1916),p.130-31.

PanikosPanayi,7'乃6E〃6〃 η ゴ〃Oz〃 。ルπ4s"0θ ノ〃zα〃s初 、87ゴ広αガ〃4z〃 ゴ〃9'乃6F〃s'

防 〃4レ 晦 γ(Providence,RI:Berg,1991),p.229;AdrianGregory,7'加 五α∫'G76α'

ア「砂'B7漉s乃Socガ6ζ ソαπ4漉 θπ7s'〃b〃4防7(Cambridge:CambridgeUP,2008),p.

235参 照 。

丁伽6∫,10May1915.

JosephE.Persico,E1ω6〃 地 ハ1∂〃漉,E1ω επ疏Dの ア,E1ω8〃 疏 刀∂z〃,/17〃zガs,ゴc6D¢y,

1918,〃 り714防7∫ α〃4傭 碗016π'C1翻 ατ(NewYork:RandomHouse,2004),p.91.

GottliebvonJagow,"GermanReplytoLusltaniaDisaster,".4挽67ガoゴ ∫.4"ガ'〃46'oωoπ1

伽 恥 先・7'加 一P7θs娩 〃"s漉 ∬ ㎎6s'(城cガ α1Co7郷 ρo〃46〃c6磁 尻 加E〃'翻6.4〃 ガ6∫

α〃ゴ 伽 α 〃'zα1.Po鷹7∫,α 〃4α 吻 腕(2卵 磁1Pψ67ε α〃45卿 伽 εBθ α珈gzψo〃 伽

076α'恥7(NewYork:BankersTrustCompany,1917)pp.39-42.

GeorginaLee,1/0〃z8F〃6∫.8〃7〃 勿g'7'乃60760'防7D彪7ガ6∫ 〔ゾ σ60耀 腕 θ 五66,ed.

GavinRoynon(Stroud:Sutton,2006),p.105.

Jagow,p.63;BrandWhitlock,7'加 五観67∫ α忽 ∫o勿7πα1げ β7θ〃4陥 ゴ〃oo々,丁 加

ノo勿7〃α1,ed.AllanNevins(NewYork:D.Appleton-Century,1936),p.140.

丁加 八セωy∂7々7'吻 θ∫Cκ7γ6π'1五s'07ッ'丁 加Eκ7ρ ヵ6απ 肋7,vol.5(NewYork:New

YorkTimes,1917),p.431.

ParliamentaryDebates,HouseofLords,5thser.200ctober1915,vol.19,c.1102.但 し

カ ブ の 主 張 と は 異 な り 、 キ ャ ベ ル が 処 刑 さ れ る 以 前 の1915年3月 と5月 に 、 フ ラ ン ス

は ドイ ッ 人 女 性 の マ ル ガ レ ー テ ・シ ュ ミ ッ ト と オ ッ テ ィ ー レ ・モ ス を ス パ イ 容 疑 で 処
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34JulianS.Corbett,1V召zフ α10ρ6zα'ゴo〃 ∫'、研 ε'07ツ6ゾ'乃 θ076α'陥7Bα ∫640π(2卵'o∫ αZ
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D瞬 〃06,vol.2(London:Longmans.,1921),p.260.
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